
　労使協定を締結している

　すべての派遣労働者

　2026/3/31

①各種保険　②年次有給休暇　③産前産後休暇、育児・介護休業

④定期健康診断　　⑤キャリアコンサルティング

労働者派遣法（第23条第5項）に基づく事業内容に関する情報提供

派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定

を締結しているか否かの別

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

労使協定の有効期間の終期

その他労働者派遣事業の業務に関し参考

となると認められる事項

　24名（2025年2月28日現在） 登録者数１６２名（同年６月１日現在）

　24件（2024年度実績）

　26.8％

①ビジネスマナー研修（1年目）②OA機器操作訓練（1年目～３年目）　③接客販売訓

練（1年目～３年目）④組織リーダー研修（4年目以降）※すべて有給無償

　15,840円

　11,600円

派遣労働者の数

派遣先事業者数

マージン率

教育訓練に関する事項

労働者派遣に関する料金の平均額

（8h/1日あたり）

労働者派遣に関する賃金の平均額

（8h/１日あたり）

事業所所在地

　2024年3月1日~2025年2月28日

　（派）27-305009

　株式会社ウイングスキャリアパートナー

　大阪府堺市西区鳳東町4丁401番地1

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律（第23条第5項）に基づき、

　　　労働者派遣事業の情報を公開いたします。

対象期間

許可番号

事業所名称


